
地表水と地下水の一体的なマネジメント
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地下水利用と管理の現状地下水利用と管理の現状

（億ｍ３／年）

《環境基本法》
・地下水の水質汚濁に係わる環境基準の設定

《水質汚濁防止法》
・排水の地下浸透に係わる排水基準

《工業用水法》
・工業用水の地下水利用を１０都府県６５市区町村が地域指定され規制

《建築物用地下水の採取の規制に関する法律（ビル用水法）》
・建物用井戸について４都府県３７市区町村が地域指定され採取を規制

《地盤沈下対策要綱》
・「関東平野北部」、「濃尾平野」、「筑後・佐賀平野」について地下水採取量

の抑制対策（採取目標量の設定、代替水源の確保等）を実施

地下水規制
（国）

出典：平成１９年版 日本の水資源

・地下水は、民法上は土地所有権の範囲として私有財産的な扱い。
・地下水は流動し水循環の一形態として存在するが「公水」として管理する法律はなく

公害防止の観点（地盤沈下、水質保全）から法律や条例等により規制。

地下水規制
（地方公共団体等）

＜条例・要綱＞
（27都道府県、249市区町村）

《地下水の揚水規制》

公害の防止
・地盤沈下
・塩水化

＜地下水利用対策協議会＞
・自主規制の取り組み

（35協議会）

・用途 ：全ての用途
・構造基準等

・対象地区：都内全域

『東京都環境確保条例』の例

《吐出断面積6c㎡以下》

《吐出断面積6c㎡超21c㎡以下》

揚水機出力：2.2kw以下
揚水量 ：平均10m3/日

：最大20m3/日

ｽﾄﾚｰﾅ位置：400m～650m以深
工業用水法・ビル用水法の対象地域は
各法と同一深度。

《吐出断面積21c㎡超》 設置禁止

・揚水量報告義務（年１回）

揚水機出力300wを超える全ての井戸



地下水を取りまく課題地下水を取りまく課題

・渇水時の地盤沈下

地下水採取の規制により、地盤沈下は沈静化傾向。但し、渇水時には水源の
減少に伴い地下水が急激に揚水され、地盤沈下が発生。

法的規制対象外の地下水揚水施設（企業等の専用水道）が増大の傾向。

・新たな地下水揚水施設が増加

多数の臨海域で塩水化が発生し、現在も継続している地域が多い。

・地下水の塩水化

地下水位の回復に伴い、地下構造物に影響が発生。

・・新たな地下水障害

地下水汚染は汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策も遅れている。

・地下水汚染

防災井戸の適正管理と運用ルールが確立していない。

・緊急時の水源の確保
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もとの地盤高に戻らない

図 地下水揚水量・地下水位・地盤沈下の相関図（さいたま市）【浦和観測所】
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２号井(0～150m間の地盤変動

（ｍ３／日）

＊地下水位は内管
の管頭から地下水面
までの深さである。
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【資料】「埼玉県地盤沈下調査報告書（平成19年3月）をもとに国土交通省水資源部で作成

・地下水採取の法的規制等により全国的に地盤沈下は沈静化
・渇水時には、河川水源の減少に伴い地下水の急激な揚水が行われ、短期的な地盤沈下が発生

→ 適切な地下水管理による地盤沈下発生の予防が必要

２号井の水位（深層地下水）
＜ストレーナ深度：１６９～１７４ｍ

１８４～１９０ｍ＞

１号井の水位（深層地下水）
＜ストレーナ深度：１１４～１１９ｍ

１３３～１３８ｍ＞

１号井(0～150m間の地盤変動



地下駅の敷高

H12水位

建設時水位

図 観測井の地下水変動と水準基標の累積沈下量図（江東区、墨田区）

新たな地下水障害新たな地下水障害

1956年（S31）工業用水法
1962年（S37）ビル用水法
1970年（S45）都条例による地下水揚水規制

1972年(S47)
東京地下駅完成

戦後復興・高度成長期
地下水大量揚水に伴う
地下水位低下、地盤沈下が発生

現在地下水位が上昇
地盤沈下は沈静化

地下駅不安定化
トンネル漏水発生

2000年(H12)
アンカー等の対策実施

2002年(H14)
漏水を河川浄化に活用

（地下水位が最も低下した時期に計画建設）

対
策

効
果

利
用

JR東京地下駅の例

対
策

新たな障害

・地下水位の回復に伴う地下構造物へ影響
・大都市圏（東京・大阪）では、地下水位の回復に伴い、地下水位が大幅に低下した時期に計画・建設
された地下構造物の浮き上がり、湧水量の増大がみられる。また地震時の液状化の可能性が懸念

→ 管理地下水位（無害水位）を定め、利用可能な範囲内で地下水採取を行うなどの
地下水位維持方策が必要
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図 東京メトロ トンネル湧水の排水量

下水道放流量は約２４２万ｍ３/年 河川放流量は約１１．８万ｍ３/年

地下水位が建設時に比べ
20ｍ上昇

【資料】「河川環境管理財団提供資料（H16.5)」を基に作成

S47 工事完成



地下水採取量は採算ベースから100ｍ3/日以上と推定される

原水槽

前濾過装置 膜濾過装置

処理槽
受水槽

水道から
使用者へ

新たな地下水揚水施設が増加新たな地下水揚水施設が増加

平成14・15年度中に全国213施設の大口需要者が専用水道に転換

図 地下水を主な主源とした専用水道利用の仕組み

専用水道の普及

【資料】「地下水利用専用水道の拡大に関する報告書（平成17年3月）日本水道協会ともとに国土交通省水資源部で作成

事務所2%

病院 33%ショッピングセンター18%

ホテル11%

百貨店9%

老人保健施設9% スポーツクラブ７％

食品工場7%

飲食店2%
公衆浴場2%

図 専用水道を導入した使用者の業種（大阪府）

病院・ショッピングセンター・ホテルなどの大口使用者が専用水道に転換

・法的規制対象外の地下水揚水施設が増加
・近年、小口径高程ポンプや水質改善膜ろ過技術の開発に伴い、専用水道による地下水利用が増大

（特に、ホテル、病院、ショッピングセンターなどの個別水道施設で導入が増加）
・専用水道は、地盤沈下防止等を目的とした法体系の規制対象外の施設が多く、揚水量の実態が
不明 → 地盤沈下への影響が懸念

※条例の規制対象外施設は取水の実態が不明

★大阪市はＨ２０年度より「水道事業供給条例」を改訂し、
地下水等利用専用水道の設置者に対して水質管理を
強化。併せて設置届書（給水量記載）の提出を義務化

◇取水量報告は地下水採取規制の条例による

◇専用水道は、水道法では取水量の報告義務がない

【大阪府の地下水採取規制条例】

・用途：水道事業用(5,000人以上）かつ吐出断面積6cm2超

・義務：測定器の設置、採取量報告

・対象地域：寝屋川市・四条綴市・大東市・東大阪市・八尾市の一部
守口市・門真市の全部

水 道

簡易水道事業

専用水道

簡易専用水道

一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業
（給水人口100人以下を除く）

水道事業のうち、
給水人口5,000人以下である水道により水を供給

する事業。

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道

上記、３水道以外の水道。

水道事業



地下水の塩水化地下水の塩水化

凡 例

対策済みの地域

一部対策が施されているものを含め、
現在なお被害が認められる地域

極めて局部的な被害が認められる地域

●

【資料】環境省「平成17年度全国の地盤沈下地域の概況」より国土交通省水資源部作成

図 全国の地下水塩水化の状況

石巻

気仙沼

仙台平野

関東平野南部

岡崎平野

豊橋平野

濃尾平野（三重県）

徳島平野

高知平野

筑後・佐賀平野

播磨平野

金沢平野

高田平野

広島平野
大阪平野

富山・砺波平野

濃尾平野（愛知県）

海岸域の井戸では
従来の深度では塩水が混入

塩水の水位が上昇

温暖化による海面上昇

塩水

図 地球温暖化による地下水の塩水化イメージ

・多数の臨海部では、地下水の過剰採取により帯水層に海水が浸入し、地下水が塩水化。
→ 飲用不適、工業用水水質の悪化、農作物への被害等が発生。

・地下水規制等により対策を実施しているが、現在も被害が認められる地域が多い（全国１４地域）。
また、いったん塩水化した地下水は自然回復に長い年月を要する。

・今後、気候変動等による海面上昇の影響により塩水化がさらに拡大することが懸念される。
→ モニタリング等の水質管理の徹底や遮水壁などのハード対策も検討が必要



重金属等
調査開始(H10）から、環境基準の超過事例件数は増加し続けている

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

（重金属等)
件数 1,500

1,000

500

0

地下水汚染地下水汚染

【資料】「平成18年度地下水水質測定結果について」（環境省）

・環境省は、毎年度、都道府県等を対象として、「地下水汚染に関するアンケート調査」を実施。
・地下水汚染は、汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策の実施も２割弱。

→ モニタリング等の水質管理の徹底や規制強化が必要

件数

硝酸・亜硝酸
調査開始（H10)から、環境基準の超過事例件数は増加し続けていたが
平成16年度以降、ほぼ横ばい

表 環境基準超過状況による分類

表 項目による分類

次の項目の、単独による事例
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

硝酸・亜硝酸事例

次の項目の、単独又は複数項目による事例
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、チウラム、シマジン、
チオベンカルブ、セレン、ふっ素、ほう素

重金属等事例

次の項目の、単独又は複数項目による事例
ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレ
ン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジ
クロロプロペン、ベンゼン

ＶＯＣ事例

注１：硝酸・亜硝酸は平成11年度調査より対象となった。

注： 「一時達成」と「改善」の分類は、各事例を担当する都道府県等の判断による。

井戸の廃止等により調査できなくなった事例調査不能事例

過去は環境基準を超過していたが、現在はいずれの項目も超過しておらず、将来的にも環境基準を超過することは
ないと判断できる事例

改善事例

最新年度のデータはいずれの項目も環境基準を超過していないが、一時的な達成の可能性があり、恒久的な改善
確認はできていない事例

一時達成事例

平成16年度まで「一時達成事例」と「改善事例」の分類がなく、環境基準達成事例としていた事例達成事例

平成18 年度末現在、いずれかの項目で環境基準を超過している事例超過事例

説明事例分類名称

件数

VOC（揮発性有機化合物）
調査開始（H10）から、環境基準の超過事例件数は約1,000件前後で推移

（人体への影響：頭痛やめまい、肝臓・腎機能障害・発ガン性など）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

（VOC)2,000

1,500

1,000

500

0



地下水汚染原因と浄化対策の実施状況地下水汚染原因と浄化対策の実施状況

汚染原因が特定又は把握された事例数
2,697件

浄化等の対策が実施されている事例は
880件

全事例の18％

全事例の54％

ＶＯＣの主な汚染原因
工場・事業場、廃棄物

重金属等の主な汚染原因
工場・事業場、自然的要因

硝酸・亜硝酸の主な汚染原因
家畜排泄物、施肥、生活排水

全事例とは、調査不能事例を除く事例4,955件

全事例とは、調査不能事例を除く事例4,955件

表 汚染原因

表 地下水浄化等の対策の実施状況

【資料】「平成18年度地下水水質測定結果について」（環境省）



出典：「水道施設の被害」神戸大学

緊急時の水源として、適切な地下水利用の推進緊急時の水源として、適切な地下水利用の推進

新潟県中越沖地震（平成19年7月16日10:13頃地震発生

防災井戸に関する要綱等を制定している政令指定都市

（横浜市・川崎市・京都市・静岡市・神戸市）

課 題（アンケートより）

防災井戸の指定
（水質・水量の基準）

平常時の管理方法（費用・検査）
緊急時の供給方法

図 中越沖地震における給水車台数（柏崎市）

7月16日から給水車到着

・電力は地震発生から２日後に復旧完了→電気の復旧直後から地下水利用開始
・地震発生当日から給水車到着→飲料水は入手しやすいが、生活用水が不足
・柏崎市の約８割の井戸で地震後も利用が可能（注）→緊急時の水源として有効

図 中越地震における水道の復旧率の推移

出典：「水道施設の被害」神戸大学

電力は、7月18日中に復旧完了 水道は、8月4日に復旧完了

雑 用 水 に 利 用 さ れ た 消 雪 井 戸

写 真 -1
写 真 -2

◇ 　 雑 用 水 と し て 活 用 さ れ た 事 例 　 ◇

資料提供：柏崎市

注）中越沖地震後のアンケート結果（国土交通省水資源部調べ）

大規模地震時等に使用する
「防災井戸のガイドライン」が必要



地下水を取りまく課題 取り組み（案）

地盤沈下

渇水時の急激な地下水採取と地盤沈下

規制対象外施設

規制対象外の専用水道の増加と
実態把握

塩水化

塩水化被害の継続、気候変動による
海面上昇の影響

地下水汚染

汚染原因の把握・浄化対策の遅れ

地下水の情報共有体制・監視体制のあり方

適正な利用と保全のあり方地下構造物の浮き上がり
湧水量の増大

新たな地下水障害

緊急時の水源確保

防災井戸の適正管理と運用ルール

地下水資源マネジメントのための取り組み（案）地下水資源マネジメントのための取り組み（案）

防災井戸のガイドライン

実態把握 計画策定 運用・評価

地下水関連データの集約・一元管理方策

モニタリング項目・データ処理検討

利用可能な地下水量を定量的に把握するための数値
シミュレーションモデルの構築

監視のための管理水位を設定

適正採取量・採取深度の検討

地表水との一体的マネジメント方策

地下水涵養対策

地下水汚染対策

塩水化防止対策

地下水管理のあり方

観測・モニタリング

観測計画・体制検討

地下水の実態把握

地
下
水
資
源
マ
ネ
ジ
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ト
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よ
り
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地下水資源マネジメントのための体制（案）地下水資源マネジメントのための体制（案）
地下水資源の枯渇や地下水障害・汚染を生じさせず、水資源として持続可能な形で保全・利用を
適正にマネジメントする体制の整備が必要

現状

地下水 地下水 地下水

市町村 都道府県 関係省庁

条例等による規制
調査の実施

条例等による規制
調査の実施

法律による規制
調査の実施

・地下水は法律のほか各自治体独自の条例に
より各地域毎に規制
・それぞれの機関毎に地下水に関連する調査
が実施され、組織的なデータの収集・分析や
情報共有する仕組みがない

・地下水の動態やメカニズムが把握されていない

・地下水は法律のほか各自治体独自の条例に
より各地域毎に規制
・それぞれの機関毎に地下水に関連する調査
が実施され、組織的なデータの収集・分析や
情報共有する仕組みがない

・地下水の動態やメカニズムが把握されていない

・適正な地下水資源の保全と利用を図るための
データの収集・整備、調査研究体制の整備が
必要

・地表水との一体的マネジメントを実施する体制
整備が必要

・適正な地下水資源の保全と利用を図るための
データの収集・整備、調査研究体制の整備が
必要

・地表水との一体的マネジメントを実施する体制
整備が必要

今後の体制（案）

情報共有化・調査研究体制整備

《検討内容》
・地下水関連データの収集・整備
・流域単位の地下水情報の一元管理
・流域単位の総合的な調査観測計画の策定
・地下水メカニズムの調査・研究の推進
・地下水情報の公開

地下水マネジメントのための体制整備

・地下水関連情報の共有

地下水マネジメントの体制整備《流域単位》

・各種施策の連携（涵養事業、汚染対策、塩水化対策など）

・地下水の保全と利用に関わる調整・地表水と一体となった
利用計画の策定（適正採取量・採取深度、管理水位・警
報基準、地表水との利用配分など）



地表水と地下水の一体的マネジメントのイメージ地表水と地下水の一体的マネジメントのイメージ

広域的な地下水盆では、地下水資源マネジメントのため、
利用している複数の関係者（都道府県レベル）の連携・調
整（利用配分、観測体制、情報共有等）が必要

《平常時》

地下水

雨水・再生水

地表水河川

水
需
要

《渇水時》

地下水

地下水

節水対策・再生水

地表水

再生水

渇水によ
る不足量

適正利用の
範囲で地下
水を増量

流出量

《地下水盆》

適正採取量

管理水位

（降雨、河川浸透）

（河川、海）

地下水位

適正利用の範囲

過剰の揚水

・地下水障害の恐れ
・枯渇の恐れ

地下水位

都市化に
よる涵養量

の減少

地下水涵養
（保全対策）

地下水障害が
生じない水位

維持・拡大

警報・注意報
の設定

河川余剰水・
再生水利用

涵養量

貯留量

水資源を有効利用して渇水や地震等緊急時に備えるためには、地表水と地下水を適正に
組み合わせて一体的にマネジメントすることが重要

地下水

地下水

備蓄水・支援給水

地表水

雨水・再生水

（断水）

《地震等緊急時》

適正採取深度

雨水貯留・
浸透施設
の設置

ポイント２
適正な水位管理

ポイント１
適正な利用と保全

ポイント３
地表水との一体的マネジメント



河川 表流水約８１%

県営浄水場
（５箇所）

市町村
浄水場・配水漕

地下水約１９%

地表水と地下水の一体的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（埼玉県の事例）地表水と地下水の一体的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（埼玉県の事例）

注意報発令水位

警報発令水位

表流水
取水制限

表流水の減量分を地下水が補完
（揚水限度量の範囲）

水道水

地下水位が注意（警戒）水位に
達した場合

地下水利用者に対し
地下水揚水量の抑制を要請

緊急時の対応（例）

表流水 水道水

平常時の対応（例）

約８１% 約１９%
地下水

地下水位を常時監視

地下水

地下水位を常時監視

減量 増量

地盤沈下を発生
させないための

揚水限度量を設定
（市町村水道）図 地表水と地下水の一体的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのイメージ①
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地表水 地下水

約８１%

約１９%

単
位
（
％
）

図 水道水の水源内訳

図 地表水と地下水の一体的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのイメージ②

・水道用水の取水において、地表水と地下水の取水配分を管理
・地盤沈下を発生させないための「地下水の揚水限度量」を設定

４観測所で観測

「埼玉県地盤沈下
緊急時対策要綱」

地下水採取の
抑制対象者

10万m3/年以上の

工業用
建築物用
水道事業用 採取者



今後の取り組み（案）今後の取り組み（案）

１．地下水の情報共有化及び調査研究体制の整備
①地下水関連データの収集・整備と情報公開の推進
②流域単位の地下水情報の一元管理と体制整備
③流域単位の総合的な調査観測計画の策定と調査研究体制整備
④官民一体となった地下水動態とメカニズムの解明

２．地下水の適正な利用のための方策
①流域単位の地下水マネジメントのための体制整備

②流域単位の地下水の適正採取量・採取深度の検討方策の検討
③地下水と地表水の一体的なマネジメント方策の検討

３．地下水の適正な管理のための方策
①地下水動態を踏まえた観測・モニタリング体制の整備
②地下水管理水位の設定と緊急時の体制整備

③担当者のための管理マニュアルの作成
④地下水管理者・利用者への迅速な情報伝達方法
⑤地下水収支や利用を踏まえた地下水涵養対策の実施
⑥地震災害時等の緊急時に使用する防災井戸のガイドライン作成

４．地下水質の監視と保全
①地下水汚染に対して、監視体制の強化、情報共有対応体制の確立

②地球温暖化に向けた塩水化防止対策の検討障害


